
別紙

岡山県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、道路交通法（以下「法」という。）

第98条第２項の規定による届出をした自動車教習所のうち、職員、設備等に関する法第99

条第１項に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の

申請に基づき、指定自動車教習所として指定する。

１ 法第99条第１項第１号関係

法第99条第１項第１号に規定する指定自動車教習所（以下「指定教習所」という。）

を管理する者（以下「管理者」という。）の要件は、道路交通法施行令（以下「令」と

いう。）第35条第１項に規定されているが、このうち、同項第２号の「道路の交通に関

する業務」とは、交通警察行政、運輸行政、自動車運送事業等を、「管理的又は監督的

地位」とは、組織において、これを管理し、又は監督することを職務とする地位を、「そ

の他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者」とは、道路の交通に

関する業務における管理の経験がないが、指定教習所を管理する能力がある者をいう。

また、令第35条第１項第２号イの規定により、管理者は「過去３年以内に第99条の５

第５項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者」でない

こととされているが、「卒業証明書又は終了証明書の発行に関し不正な行為」とは、指

定教習所に入所した事実のない者に対して不正に卒業証明書又は修了証明書（以下「卒

業証明書等」という。）を発行する等の行為に限らず、道路交通法施行規則（以下「府

令」という。）第33条及び第34条に規定する教習及び技能検定に違反する教習等を下命、

容認する行為等広く卒業証明書等の発行に関連する不正な行為をいう。ただし、管理者

において、指導員等の違反行為（不正行為のみではない。）を認識できなかった場合は、

これに該当しない。また、卒業証明書等の発行に関連する行為であれば、現に卒業証明

書等が発行されたことを要件とはしない。

管理者は、他の職業と兼職し、又は教習若しくは技能検定に従事しないようにするも

のとする。ただし、別添１の指定自動車教習所等の教習の標準（以下「教習の標準」と

いう。）第一種免許に係る学科教習についての学科（一）（第１段階）項目名「１ 運

転者の心得」及び第二種免許に係る学科教習についての学科（一）（第１段階）項目名

「１ 第二種免許の意義」については、教習指導員の資格を有する管理者が行うことと

してもよい。

２ 法第99条第１項第２号関係

(1) 技能検定員の選任等

法第99条第１項第２号の基準のうち、「選任」の時期は、管理者が事実上の選任行

為をしたときをいい、公安委員会に選任の届出をしたときではない。技能検定員は、

技能検定を受ける者の数等に応じて適当な数を置くものとする。

また、アルバイト指導員等（他の本業を持っている者で、その本業の傍ら技能検定

又は教習に従事するものをいう。以下同じ。）は、技能検定に従事しないようにする

ものとする。



(2) 技能検定員資格者証の交付の基準

技能検定員資格者証の交付の基準は、法第99条の２第４項及び第５項並びに技能検

定員審査等に関する規則に規定されているが、法第99条の２第４項第２号ロの「卒業

証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為」とは、卒業証明書等を偽造する行為、

技能検定の職務に関し収賄する行為等の刑罰法規に触れる行為や府令第34条に違反し

て技能検定をする行為等卒業証明書等の発行に関連する違法な行為をいう。ただし、

違法行為をしたことについてその者に認識がなかった場合は、直ちに「不正な行為」

に該当することとはならない。

３ 法第99条第１項第３号関係

(1) 教習指導員の選任等

法第99条第１項第３号の基準のうち、「選任」の時期は、管理者が事実上の選任行

為をしたときをいい、公安委員会に選任の届出をしたときではない。教習指導員の数

は、当該施設において教習又は技能検定を受ける者の数等に応じて適当な数を置くも

のとする。また、アルバイト指導員は、教習等に従事させることのないようにするも

のとする。ただし、繁忙期（７月から８月及び12月から３月並びにその前後の期間の

うち、それぞれの指定教習所の過去の実績を踏まえて当該指定教習所が混雑している

と公安委員会が認める時期をいう。以下同じ。）に限って、次の条件をいずれも満た

す場合に臨時的に教習に従事する教習指導員（以下「臨時的指導員」という。）の選

任を認めるものとする。

ア 法第99条の３第４項に定める教習指導員資格者証の交付を受けていること。

教習に従事していたみなし教習指導員（道路交通法の一部を改正する法律（平成

５年法律第43号）附則第７条第２項のみなし教習指導員をいう。以下同じ。）であ

っても、選任届が継続してなされ、当該指定教習所において引き続き教習を行う場

合は、みなし教習指導員として教習を行うことができる。

イ 他に本業を持っている者が、その本業の傍ら教習に従事するものでないこと。

本業とは、常勤的な職業で、主として当該職業で生計を立てている業をいい、例

えば、道路運送事業に係る運転を本業とする者が、その非番日又は休日に従事する

ような場合は認められない。また、本業であるか否かの判断については、教習指導

員として選任されている期間全体を考慮して行うものとする。

ウ 繁忙期に継続して教習に従事できる者であること。

臨時的指導員は、指定教習所が届け出た当該期間は、継続して教習業務に従事す

るものとする。

エ 教習指導員として年間を通じて選任すること。

臨時的指導員を選任させる場合は、１年以上継続して選任するものとする。

オ 一の指定教習所に限り選任されていること。

複数の指定教習所において、教習指導員を兼任することは認められない。複数の

指定教習所が同一の企業体に属する場合であっても、同様である。

カ 法第108条の２第１項第９号に定める講習（以下「法定講習」という。）その他

の所定の講習を受講すること。



臨時的指導員として選任されている間は、教習に従事する期間であると否とを問

わず、法定講習の受講義務がある。

キ 臨時的指導員の数は、繁忙期対策のために必要な数に限られ、かつ、当該指定教

習所において選任されている教習指導員の総数の５分の１を超えないものとする。

(2) 教習指導員資格者証の交付の基準

教習指導員資格者証の交付の基準は、法第99条の３第４項及び第５項並びに技能検

定員審査等に関する規則に規定されているが、法第99条の３第４項の「卒業証明書又

は修了証明書の発行に関し不正な行為」とは、府令第33条の教習の時間及び方法に関

する基準に違反する行為（例えば、無資格教習、教習時限の欠略、教習時限の時間の

短縮等）等卒業証明書等の発行に関連する違法な行為をいう。ただし、違法行為をし

たことについてその者に認識がなかった場合（例えば、免許証の更新をせず、失効し

たことに気付かず教習に従事した場合等）は、直ちに「不正な行為」に該当すること

とはならない。

４ 法第99条第１項第４号関係

法第99条第１項第４号に規定する教習及び技能検定のための設備の基準は、令第35条

第２項並びに府令第32条、別表第３に規定されているが、具体的には、次のとおりであ

る。

(1) コース

令第35条第２項第１号イに規定する「コース敷地の面積」には、コース内の緑地部

分及び路肩部分等を含み、学科教室等建物の敷地部分を含まず、コース敷地の面積の

算出は、原則として一団の敷地であって、一体的な運用ができるものについて行う。

したがって、既存のコース敷地に隣接して、新たに設けられたコース敷地との間に公

道その他の施設があるようなときは、トンネルその他により、両敷地のコースが相互

に一体的に使用することができるような特別の場合を除き、新たに設けられたコース

敷地の面積を既存のものに合計することはできない。

ア 周回コース

周回コースの基準は、府令別表第３の２の表に規定されているが、「おおむね長

円形」とは、ある程度の速度が出せることを目的としたものであり、その機能を果

たすものであれば、必ずしも形状にこだわる必要がないことを意味し、周回コース

の外側に他のコースが設置されていてもよい。

また、「舗装」とは、簡易舗装程度以上の舗装をいう。周回コースのすみ切り半

径は、５メートル以上とし、さらに１か所以上はできるだけ10メートル以上である

ものとする。

イ 幹線コース

幹線コースの形状は、府令別表第３の２の表において「おおむね直線で、周回コ

ースと連絡し、幅７メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであ

ること」と規定されているが、周回コースから交差点までの距離については、技能

教習及び技能検定が適正に実施できる程度の距離とする。また、交差点のすみ切り

半径については、３メートル以上であるものとする。



ウ 坂道コース

坂道コースの形状は、府令別表第３の２の表において「２以上の坂道を有するこ

と」とされているが、緩坂路と急坂路とが一つずつあって、「頂上平たん部」によ

り連絡されているものであればよい。また、「こう配」とは、緩坂路と急坂路のい

ずれも底辺と高さとの割合をいう。

エ 屈折コース、曲線コース、方向変換コース、及び鋭角コース

いわゆる狭路コース（屈曲コース、曲線コース、方向変換コース及び鋭角コース）

は、当該施設の規模に応じ技能教習に必要にして十分な数を設置させることが必要

である。

これらの狭路コースの形状については、府令別表第３の２の表に図示された逆形

のもの（例えば、屈折コースの第１角が左折となるもの）であってもよい。出入口

部のすみ切りは、規定の長さ（曲線コースについては、弧の長さ）を超える部分に

ついて設け、その半径は、大型第二種免許、中型第二種免許、大型免許及び中型免

許コースについては３メートル以上、準中型免許、普通免許及び普通第二種免許コ

ースについては２メートル以上、大型二輪免許及び普通二輪免許コースについては

１メートル以上とする。

オ 路端停車コース

「路端停車コース」は、別添２に示すものとする。

カ 隘路コース

「隘路コース」は、別添３に示すものとする。

キ 縦列駐車コース

「縦列駐車コース」は、別添４に示すものとする。

ク 自動二輪車のコース

大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う指定教習所は、次のコースを設

定するものとする。

(ｱ) 併設コースの基準

大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を独立して実施するため、既設のコ

ース敷地に二輪専用のコースを併設する自動車教習所における二輪専用のコース

（併設コース）の敷地面積は、おおむね1,000平方メートル以上とし、コース等

の種類は、府令別表第３の２の表に定める屈折コース、曲線コース、直線狭路コ

ース、連続進路転換コース、波状路コース及び別添５の自動二輪車の制動技能等

を判定するための特別な課題を実施するための「指定速度からの急停止コース」

とする。ただし、安全確保、教習効果等から設置することが適当でない場合は、

この限りでない。

(ｲ) ８の字コース

別添６の「８の字コース」を設置するものとする。ただし、「８の字コース」

を設けることが困難な指定教習所にあっては、「８の字コース」を使用すること

としている教習については、ロード・コン２本を用いて、このコースと同程度の

旋回を行うことができるコースを設定するものとする。

また、自動二輪車の曲線コースについては、「８の字コース」で代替してもよ



い。

(ｳ) 特別設定コース

大型二輪免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走

行（第２段階）項目名「16 高度なバランス走行など」、内容「③ 特別設定コ

ース走行」で用いる特別設定コースのマンホール若しくは道路標示、砂利道若し

くは砂道、わだち、湿潤路面又は不整地の設置場所は、コース内であれば車道上

である必要はない。また、砂利道若しくは砂道、わだち、湿潤路面又は不整地の

基準は、おおむね長さ５メートル、幅２メートル（わだちを除く。）以上とする

が、教習効果を考慮の上、当該教習所の規模に応じた適切な大きさとしてもよい。

マンホールについては、おおむね直径0.65メートル以上で滑りやすい材質のもの

とする。

ケ 大型特殊自動車等のコース

大型特殊自動車コース又は牽引コースは、指定教習所に使用する大型特殊自動車

又はけん引自動車の構造及び性能から見て周回コースその他のコースを用いること

が妥当と思われるものについては、これらのコースを可能な限り含むものとする。

コ コースの縁石

沈みコースの縁石の高さは、おおむね10センチメートルとする。浮きコースにあ

っても、コースの側端について同様の高低を設けさせるものとする。ただし、大型

二輪免許及び普通二輪免許に係る狭路コース並びに二輪車専用のコースの縁石の高

さは、これよりも低くすることができるものとする。

また、府令別表第３の２の表の備考に掲げるコースの基準によりコースを設置す

る場合についても、それぞれの免許に係るコースについて縁石の設置に準じた措置

をとること。

サ スキッドコース

大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第

二種免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行（第２

段階）項目名「悪条件下での運転」において使用するスキッドコースは、凍結路面

における走行教習が可能なコースであり、次の基準を満たしているものとする。

スキッド路 スキッド路（ｍ）
区 分

μ 値 長 さ 幅

普通車専用（準中型車 40以上 ５以上
を含む）コース

中型車専用コース 40以上 15以上
0.2μ以下

大型車専用コース 50以上 15以上

普通･準中型･中型･大型兼用ｺｰｽ 50以上 15以上

〔安全地帯の基準〕

コースの周囲には、スキッド教習を実施する教習車両の大きさに応じた安

全地帯を適宜設けるものとする。

シ スキッド教習車コース



大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第

二種免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行（第２

段階）項目名「悪条件下での運転」において使用するスキッド教習車は、スキッド

体験走行ができる装置を取り付けた車両であり、次の基準を満たしているものとす

る。また、コースについては、別添７のとおりとする。

なお、当該コースにおける安全地帯についても上記サ同様コースの周囲に適宜設

けること。

内 容 基 準

走行速度 40km／ h以上
設定μ値 0.2μ以下

ス その他

コース上の危険と認められる箇所には、衝撃緩和材等を設置するなどの安全対策

を講じること。

(2) 教習車両等

ア 備付け自動車等

(ｱ) 自動車の大きさ、台数等

令第35条第２項第２号の「技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動

車」とは、標準試験車と同程度以上のものとする。自動車の備付け台数について

は、当該施設において技能教習又は技能検定を受ける者の数等に応じて適当な台

数とする。教室の大きさ、教材の数についても同様とする。また、技能教習及び

技能検定は、標準試験車と同程度以上の車両で行うこととし、技能教習は府令第

33条第５項第１号ハで規定されている、「法第85条第２項の規定により当該教習

に係る免許について同条第１項の表の区分に従い運転することができる自動車又

は法第86条第２項の規定により当該教習に係る免許について同条第１項の表の区

分に従い運転することができる自動車」により行うこととする。なお、準中型免

許については、府令第33条第５項第１号ワの規定により準中型自動車のほか普通

自動車により技能教習を行うこととする。ただし、身体障害者においてはこの限

りではない。

(ｲ) 応急用ブレーキ

令第35条第２項第３号の教習指導員又は技能検定員（以下「指導員等」という。）

が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置とは、指導員席の

足ブレーキ（応急用のブレーキ）に連動した連動ブレーキ等の装置をいう。この

装置は、身体障害者の持込み車両についてもこれを備えていなければならない。

応急用ブレーキを装備することが困難な大型特殊自動車で指導員等が通常占め

る位置から手ブレーキを操作することによって応急の措置を講ずることができる

ものは、手ブレーキ等を「応急の措置を講ずることができる装置」とみなす。

(ｳ) 車両の整備

専ら指定教習所のコース内における教習に使用する教習車両については、道路

運送車両法（昭和26年法律第185号）による登録を受けることを要しない運用が



行われているところであるが、当該車両についても、検査に合格する程度に整備

されたものとする。

(ｴ) 後写鏡

教習車両及び検定車両は、指導員等のための後写鏡を備え付けたものとする。

(ｵ) 路上検定標識の表示

普通免許等の卒業検定（以下「路上検定」という。）に使用する自動車にあっ

ては、 路上検定実施中は、その旨自動車の屋根等に標識を表示するものとする。

(ｶ) 運転シミュレーター

運転シミュレーター（車載式運転シミュレーターを含む。以下同じ。）を教習

に使用する場合にあっては、「道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュ

レーターに係る国家公安委員会が定める基準を定める件」（平成６年国家公安委

員会告示第４号）に適合するものであること。

イ 学科教習用教室等

令第35条第２項第４号の「建物その他の設備」とは、学科教習を行うための教室、

実習を行う施設等をいう。学科教習を行うための教室等は、学科教習等を受ける者

の数に応じて適当な大きさ、数であることが必要である。

５ 法第99条第１項第５号関係

法第99条第１項第５号の自動車教習所の運営の基準は、令第35条第３項に規定されて

いるが、具体的には、次のとおりである。

(1) 令第35条第３項第１号関係

令第35条第３項第１号の法第99条第１項の申請に係る免許に係る教習の科目及び教

習の科目ごとの教習方法の基準は、府令第33条に規定されているが、このうち、身体

障害者に対する教習の方法、普通二輪免許に係る技能教習における運転シミュレータ

ーを使用しない場合の教習方法、教習効果の確認を行う教習指導員の要件、技能教習

における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限、学科教習における教習指導員

資格を有しない者の教習従事制限、適性検査結果に基づく行動分析の指導員の要件、

応急救護処置教習の模擬人体装置の基準並びに技能教習及び学科教習の科目並びにこ

れらの科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目（以下「教習の基準の

細目」という。）については、次のとおりである。

ア 身体障害者に対する教習の方法

身体障害者に対する教習又は技能検定は、別添８の身体障害の状態に応じた教習

車種によって行う。

イ 大型二輪免許・普通二輪免許に係る技能教習における運転シミュレーターを使用

しない場合の教習方法

道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令（平成８年総理府令第41号）附則

第２項により普通二輪免許に係る指定教習所とみなされた自動車教習所において

は、普通二輪免許に係る技能教習において運転シミュレーターを使用して行うこと

とされている教習について、当分の間、別に定める方法（別添９）に従い、実車を

用いた教習をもって替えることができる。この方法による場合で、教習生の同乗す



る普通自動車に先行して走行する自動二輪車にあっては普通自動二輪車を使用する

ものとする。また、大型二輪免許の基本操作及び基本走行において運転シミュレー

ターを使用しない場合の教習についても、当該別に定める方法により行うことがで

きる。

ウ 教習効果の確認（みきわめ）を行う教習指導員の要件

府令第33条第５項第１号ツ及びネの教習効果の確認（みきわめ）は、教習指導員

の資格を有する者が行うものとするが、当分の間、当該教習に係る技能検定員を兼

ねている者、当該教習課程の技能教習の経験が２年以上ある者又は当該教習課程の

技能教習の経験が２年未満の者で指定教習所の管理者が認定したものを充てるもの

とする。

エ 技能教習における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限

みなし教習指導員のうち技能指導員でなかった者に技能教習を行わせてはならな

いこととされている（道路交通法の一部を改正する法律（平成５年法律第43号）附

則第７条第３項）が、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許

又は普通二輪免許に係る技能教習の応用走行（第２段階）の中で行うこととしてい

る技能・学科の組合わせ教習（以下「セット教習」という。）に係る技能教習につ

いては、技能指導員及び学科指導員の両方の資格を有するみなし教習指導員に限り

行うことができる。

オ 学科教習における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限

(ｱ) セット教習の特例

セット教習に係る学科教習については、技能指導員及び学科指導員の両方の資

格を有するみなし教習指導員に限り行うことができるものとする。

(ｲ) 法令指導員、構造指導員又はその他の指導員の教習することができる項目名

第一種免許に係る学科教習のうち、教習の標準の学科教習についての学科（一）

（第１段階）項目名「１ 運転者の心得」、「２ 信号に従うこと」、「３ 標識

・標示等に従うこと」、「４ 車の通行するところ、車が通行してはいけないと

ころ」、「５ 緊急自動車等の優先」、「６ 交差点等の通行、踏切」、「７ 安全

な速度と車間距離」、「８ 歩行者の保護等」、「９ 安全の確認と合図、警音器

の使用」、「10 進路変更等」、「11 追い越し」、「12 行き違い」又は「13 運

転免許制度、交通反則通告制度」、学科（二）（第２段階）項目名「１ 危険予

測ディスカッション」、「２ 応急救護処置Ⅰ」、「３ 応急救護処置Ⅱ」、「11

駐車と停車」、「12 乗車と積載」、「13 けん引」、「14 交通事故のとき」、「15

自動車の所有者等の心得と保険制度」、「16 経路の設計」又は「17 高速道

路での運転」については、道路交通法の一部を改正する法律（平成５年法律第43

号）による改正前の法（以下、本項において「旧法」という。）の学科指導員又

は道路交通法施行令の一部を改正する政令（昭和48年政令第27号）附則（以下、

本項において単に「附則」という。）第３項に規定する専ら法令教習に従事する

者が、教習の標準の学科教習についての学科（二）（第２段階）項目名「２ 応

急救護処置Ⅰ」、「３ 応急救護処置Ⅱ」又は「10 自動車の保守管理」につい

ては、旧法の学科指導員又は附則第３項に規定する専ら構造教習に従事する者が、



教習の標準の学科教習についての学科（二）（第２段階）項目名「２ 応急救護

処置Ⅰ」、「３ 応急救護処置Ⅱ」、「４ 死角と運転」、「５ 適性検査結果に基

づく行動分析」、「６ 人間の能力と運転」、「７ 車に働く自然の力と運転」、「８

悪条件下での運転」又は「９ 特徴的な事故と事故の悲惨さ」については、旧

法の学科指導員又は附則第３項に規定する専ら法令教習及び構造教習を除く学科

教習に従事する者がそれぞれ教習を行うことができるものとする。

(ｳ) 適性検査結果に基づく行動分析の指導員の要件

第一種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科（二）

（第２段階）項目名「５ 適性検査結果に基づく行動分析」、及び第二種免許に

係る学科教習のうち教習の標準の学科についての学科（二）（第２段階）項目名

「21適性検査結果に基づく行動分析」については、学科教習の指導員要件を満た

し、かつ、運転適性検査・指導者資格者証を有する者又はこれと同等以上の能力

を有する者に行わせること。

(ｴ) 応急救護処置教習の指導員の要件

第一種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科（二）

（第２段階）項目名「２ 応急救護処置Ⅰ」及び「３ 応急救護処置Ⅱ」、並び

に第二種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科（二）

（第２段階）項目名「19 応急救護処置Ⅰ」及び「20 応急救護処置Ⅱ」につい

ては、それぞれの免許の種類に係る学科教習を行う指導員の要件を満たし、かつ、

公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者が行うことと

されている（府令第33条第５項第２号ニ）。

カ 応急救護処置教習における模擬人体装置の基準

府令第33条第５項第２号二の模擬人体装置は、次に掲げる基準に適合したものと

する。

(ｱ) 人体装置の基準

府令第33条第５項第２号ニの模擬人体装置は、人体に類似した形状を有する装

置であって、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護に関する実

技を行うために必要な機能を有し、かつ、第一種免許又は第二種免許に係る応急

救護処置講習に適合したものとする。

(ｲ) 模擬人体装置の数の基準

模擬人体装置の数は、第一種免許に係る応急救護処置教習については、教習生

４人に対し大人全身２体（大人全身１体及び大人半身１体でも可。）、第二種免

許に係る応急救護処置教習については、教習生４人に対し大人全身２体（大人全

身１体及び大人半身１体でも可。）及び乳児全身１体とする。

キ 教習の基準の細目

教習の基準の細目については、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する

規則（平成10年国家公安委員会規則第13号）に規定されているが、具体的には別添

１の教習の標準のとおりである。

(2) 令第35条第３項第２号関係

ア 技能教習及び学科教習の基準



指定前における技能教習及び学科教習の基準は、府令第34条の３に規定されてい

るが、このうち、身体障害者に対する教習の方法、大型二輪免許・普通二輪免許に

係る技能教習における運転シミュレーターを使用しない場合の教習方法、応急救護

処置教習の指導員の要件、応急救護処置教習における模擬人体装置の基準及び教習

の基準の細目については、５(1)と同様とする。

イ 指定前の教習実績の確認

法第99条第１項第５号に基づく指定前の教習実績については、「法第99条第１項

の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同

項の申請の日の前６月の間引き続き行われていること。」（令第35条第３項第２号）

及び「法第99条第１項の申請の日前６月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を

終了し、かつ、当該免許につき法第97条第１項第２号に掲げる事項について行う試

験を受けた者のうち内閣府令で定める基準に達する成績（合格基準に達する成績）

を得た者の占める割合が、95パーセント以上であること。」（令第35条第３項第３

号及び府令第34条の４）が必要であり、合格率の算出は次によるものとする。

技能試験の合格者
× 100

当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数

この場合、同一の卒業者が２回以上技能試験を受け、２回目以後に合格したとき

は、１回目の技能試験結果のみ算入する。さらに、当該教習所の卒業者は、府令第

34条の３の規定による教習を修了し、かつ、技能試験の例に準じた卒業試験に合格

して卒業した者のみを算入する。また、「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた

者の数」は、おおむね次により求めた数値以上とする。

Ｂ １
─ × ─ × Ｃ
Ａ ２

（注）Ａ…当県における前年末の当該免種の教習所数

Ｂ…当県における前年の当該免種の卒業者数

Ｃ…係数（指定前の教習所の平均卒業者数と指定１年後の教習所の平均卒業

者数の比率0.15を使用する。）

また、「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数」に算入される者からは、

当該母数に入れることによって合格率の算定が不公正、不公平との誹りを受けるお

それがある者（例えば、教習指導員又は技能検定員資格者証の現有者等）を除くほ

か、当該教習所における教習が継続的に行われていない場合等には、形式的に95パ

ーセント以上の合格率を満たすことがあっても、実質的には指定前の基準に適合し

ていないものとして、指定しない。

さらに、当分の間、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許及び中型

第二種免許に係る「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者」が10名に満たない

場合は、指定の基準に適合していないものとして、指定を行わないものとする。



別添１

第１ 第一種免許に係る学科教習の標準

１ 学科（一）（第１段階）

(1) 教習の科目

本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は次のとおりである。

教 習 規 則 ( 別 表 第 ５ ) 項 目 名 内 容

１ 法第 108条 １ 運転者の心得 ・ くるま社会人としてのモラルと責任

の28第４項各 ・ 酒気帯び運転の禁止

号に掲げる事 ・ 交通法令の遵守

項であって、 ・ 運転に必要な準備

別表第１第１ ２ 信号に従うこと ・ 信号の種類と意味

号から第３号 ・ 信号に対する注意

まで及び別表 ３ 標識・標示等に従うこと ・ 標識・標示の種類と意味

第２第１号か ・ 警察官等の指示

ら第３号まで ４ 車が通行するところ、車が通行して ・ 車道通行の原則と例外

及び別表第３ はいけないところ ・ 左側通行の原則と例外

第１号から第 ・ 車両通行帯のない道路における通行

３号までに掲 ・ 車両通行帯のある道路における通行

げる事項に関 ・ 不必要な車線変更の禁止

するもの ・ 標識・標示による通行禁止

・ 歩道・歩行者用道路等の通行禁止と例外

・ 交通状況による進入禁止

５ 緊急自動車等の優先 ・ 緊急自動車の優先

・ 路線バス等の優先

６ 交差点等の通行、踏切 ・ 交差点等の通行方法

・ 交差点を通行するときの注意

・ 交通整理の行われていない交差点の通行方法

・ 踏切の通過方法等

・ 踏切上での故障時等の措置

７ 安全な速度と車間距離 ・ 最高速度

・ 速度と停止距離

・ 安全な速度と車間距離

・ ブレーキのかけ方

・ 徐行

８ 歩行者の保護等 ・ 歩行者の保護（そばを通るとき、横断しているとき

など）

・ 自転車の保護（そばを通るとき、横断しているとき

など）

・ 子供や身体の不自由な人の保護

・ 初心運転者、高齢運転者、聴覚障害のある運転者等

の保護

・ 他人に迷惑をかける運転の禁止

９ 安全の確認と合図、警音器の使用 ・ 安全確認の方法

・ 合図を行う場合と方法

・ 必要以外の合図の禁止

・ 警音器を使用する場合

・ 警音器の使用制限

10 進路変更等 ・ 進路変更の禁止

・ 横断、転回等の禁止

・ 割込み、横切り等の禁止

11 追い越し ・ 追い越しの禁止

・ 追い越しの方法

・ 追い越されるときの注意

12 行き違い ・ 側方間隔の保持

・ 障害物があるときの避譲

13 運転免許制度、交通反則通告制度 ・ 運転免許の仕組み

・ 運転免許証の更新等

・ 点数制度の概要

・ 運転免許の取消し、停止等

・ 初心運転者期間制度

・ 取消処分者講習制度

・ 交通反則通告制度の概要

14 オートマチック車などの運転 ・ オートマチック車の運転

・ 先進安全自動車（ＡＳＶ）の運転



(2) 教習時間

府令の規定に基づく教習に係る免許種別ごとの本科目の教習時間を示すと次のとおりとなる。

現有免許 大 型 中 型 準中型 普 通 大 型 大 型 普 通 大 型 中 型 普 通
な し 特 殊 二 輪 二 輪 第二種 第二種 第二種

種別 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許

大型免許 １０ － ０ ０ ０ ０ ０ ０ － ０ ０

中型免許 １０ － － ０ ０ ０ ０ ０ － － ０

準中型免許 １０ － － － ０ ０ ０ ０ － － ０

普通免許 １０ － － ０ － ０ ０ ０ － － －

大型特殊免許 １０ ０ ０ ０ ０ － ０ ０ ０ ０ ０

大型二輪免許 １０ ０ ０ ０ ０ ０ － ０ ０ ０ ０

普通二輪免許 １０ ０ ０ ０ ０ ０ － － ０ ０ ０

牽引免許 － － ０ ０ ０ ０ － － ０ ０ ０

（注） 現有免許「なし」の者がカタピラ限定大型特殊免許に係る教習を受けようとする場合は、学科（二）を含

めて22時限である。

(3) 教習方法

学科（一）の教習は、高い教習効果を得るため、(1)の項目名１（運転者の心得）を修了した者に対して行うこ

と。

なお、特定後写鏡等条件の教習生に対しては、教習を行う前に聴覚障害者の遵守事項について説明を行うこと。

また、特定後写鏡等条件の教習生以外の教習生に対しても、項目８（歩行者の保護等）において、聴覚障害者標識

を付した自動車に対する配慮等について教習を行うこと。



２ 学科（二）（第２段階）
(1) 教習の科目
ア 一般

本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は次のとおりである。

教 習 規 則 ( 別 表 第 ５ ) 項 目 名 内 容

２ 危険の予測 １ 危険予測ディスカッション ・ 危険予測の重要性
その他の安全 ・ 走行中の危険場面
な運転に必要 ・ 起こりうる危険の予測
な知識 ・ より危険の少ない運転行動

３ 応急救護処 ２ 応急救護処置Ⅰ ・ 応急救護処置とは
置 ・ 実施上の一般的留意事項

・ 救急体制
・ 応急救護処置の基礎知識（ＡＥＤを用いた除細動に
関する事項を含む。）

３ 応急救護処置Ⅱ ・ 負傷者の観察・移動
・ 体位管理
・ 胸骨圧迫（心臓マッサージ）
・ 気道確保
・ 人工呼吸
・ 気道異物除去
・ 止血法

４ 前３号に掲 ４ 死角と運転 ・ 二輪車から、四輪車からの見え方
げるもののほ ・ 死角の事例
か、運転に必 ・ 防衛的運転方法
要な適性の自 ・ 車両間の意思疎通の方法
覚に関するこ ５ 適性検査結果に基づく行動分析 ・ 運転と性格
と、交通事故 ・ 運転適性検査
の実態の理解 ・ 適性検査結果の運転への活用等
に関すること ６ 人間の能力と運転 ・ 認知・判断・操作
その他自動車 ・ 認知・判断・操作に影響を及ぼす要因（飲酒が及ぼ
の運転に必要 す影響等）
な知識 ７ 車に働く自然の力と運転 ・ 車が動き続けようとする力と停止しようとする力

・ 荷物の積み方等と車の安定性
・ カーブ、坂道での運転
・ 二輪車の特性、乗車姿勢と走行の仕方
・ 速度と衝撃力
・ 交通公害の防止、地球温暖化の防止等

８ 悪条件下での運転 ・ 夜間の運転
・ 灯火をつけなければならない場合
・ 点灯制限等
・ 雨のときの運転
・ 霧のときの運転
・ 道路状況の悪いときの運転
・ 非常時等の措置
・ 大地震などのとき

９ 特徴的な事故と事故の悲惨さ ・ 特徴的な事故実態
・ 二輪車の露出性と傷害
・ 交通事故の悲惨さ
・ 人命尊重の精神
・ シートベルトの重要性

10 自動車の保守管理 ・ 自動車各部の保守と手入れ
・ 携行品、工具等の点検及び使用法
・ タイヤの交換方法等
・ 日常点検の方法

11 駐車と停車 ・ 駐車と停車の意味
・ 駐車、停車の禁止と例外
・ 駐車と停車の方法
・ 駐車時間の制限等
・ 車から離れるときの措置
・ 保管場所の確保
・ 駐車の及ぼす影響

12 乗車と積載 ・ 乗車又は積載の方法
・ 乗車又は積載の方法の特例
・ 乗車又は積載の制限
・ 転落等の防止
・ 危険物の運搬

13 けん引 ・ 故障車等のけん引方法
・ けん引の制限

14 交通事故のとき ・ 運転者等の義務
・ 被害者になったとき
・ 現場に居合わせたとき

15 自動車の所有者等の心得と保険制度 ・ 自動車の登録（届出）と検査
・ 保険加入の必要性
・ 自動車保険の種類と仕組み

16 経路の設計 ・ 地図情報の読み取り
・ 経路の設計の仕方
・ 案内標識等の活用
・ 経路を間違えた場合等の対応の仕方
・ ツーリング時の注意

17 高速道路での運転 ・ 通行できない車
・ 速度と車間距離
・ 通行区分等
・ 禁止事項
・ 故障時等の措置
・ 高速道路利用上の心得
・ 走行計画の立て方
・ 本線車道への進入
・ 本線車道での走行
・ 本線車道からの離脱



イ 大型特殊免許を受けようとする者

大型特殊免許に係る学科（二）における教習は、教習規則別表第５第４号に掲げる事項について行うこと（教

習規則第１条第３項第４号）。

ウ 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者

アのほか、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対する教習の科目には次のものを加える。

教習規則 項 目 名 内 容

二人乗り運転 18 二人乗り運転に関する知識 ・ 二人乗りに関する法規制の内容

に関する知識 ・ 二人乗りの運転特性

エ 現に免許（小型特殊免許及び原付免許を除く。）を受けている者に対する教習の科目

ア・イ・ウの規定にかかわらず、現に免許（小型特殊免許及び原付免許を除く。）を受けている者に対する科

目の基準の細目についての法令の規定は次のとおりである。

法 令 の 規 定

１ 現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習は、

教習規則別表第５第２号に掲げる事項についての教習であること（教習規則第１条第４項第１号）。

２ 現に大型特殊免許を受けている者（１に該当する者を除く。）に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習は、

教習規則別表第５第２号及び第３号に掲げる事項についての教習であること（教習規則第１条第４項第２号）。

３ 現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習は、教習規則別表第５第２号に掲げる事項につ

いての教習であること（教習規則第１条第４項第３号）。

４ 現に大型特殊免許を受けている者（３又は５に該当する者を除く。）に対する準中型免許又は普通免許に係る学

科教習は、教習規則別表第５第２号及び第３号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普

通自動車の安全な運転（以下「普通自動車の高速運転」という。）に必要な知識についての教習であること（教習

規則第１条第４項第４号）。

５ 現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者（３に該当する者を除く。）に対する準中型免許又は普通免

許に係る学科教習は、教習規則別表第５第２号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識についての教

習であること（教習規則第１条第４項第５号）。

６ 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科

教習は、教習規則別表第５第２号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知

識についての教習であること（教習規則第１条第４項第６号）。

７ 現に大型特殊免許を受けている者（６に該当する者を除く。）に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学

科教習は、教習規則別表第５第２号及び第３号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り

運転に関する知識についての教習であること（教習規則第１条第４項第７号）。

(2) 教習時間

法令の規定に基づく本科目の教習時間等を示すと次のとおりとなる。

ア 府令の規定に基づく本科目の教習時間の基準

現有免許 準中型免許
なし 大型 中型 普通 大型 大型 普通 大型 中型 普通

準中型車 AT準中型車 特殊 二輪 二輪 第二種 第二種 第二種
免許 免許 (5t)限定 (5t)限定 免許 免許 免許 免許 免許 免許 免許

準中型免許 準中型免許

大型免許 １６ － ０ ０ １ １ １ ４ １ １ － ０ ０

中型免許 １６ － － ０ １ １ １ ４ １ １ － － ０

準中型免許 １７ － － － － － １ ５ ３ ３ － － ０

普通免許 １６ － － － － － － ５ ２ ２ － － －

大型特殊免許 １２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ － ０ ０ ０ ０ ０

大型二輪免許 １６ １ １ １ １ １ １ ４ － ０ １ １ １

普通二輪免許 １６ １ １ １ １ １ １ ４ － － １ １ １

牽引免許 － － ０ ０ ０ ０ ０ ０ － － ０ ０ ０

イ 府令の規定及び教習時間

府 令 の 規 定 教 習 時 間

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二 項目名２（応急救護処置Ⅰ）については１時限、項目

輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科（二）（現に普 名３（応急救護処置Ⅱ）については２時限行うこと。

通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免

許を受けている場合を除く。）における教習においては、

応急救護処置教習は３時限行うものとする（府令別表第

４の２の表備考５）。

ウ 教習規則の規定に基づく教習時間の基準の細目及び教習時間

(ｱ) 大型免許又は中型免許

法 令 の 規 定 教 習 時 間

教習規則別表第５第２号に掲げる事項に係る教習を１ 項目名１（危険予測ディスカッション）を１時限行う

時限行うこと（教習規則第２条第１項第２号）。 こと。

(ｲ) 準中型免許

法 令 の 規 定 教 習 時 間

現に普通免許を受けている者（現に普通第二種免許を 項目名１（危険予測ディスカッション）を２時限、項

受けている者を除く。）に対する教習にあっては、別表 目名17（高速道路での運転）を１時限行うこと（現に普

第５第２号に掲げる事項に係る教習を１時限、現に大型 通自動車を運転することができる免許を受けている場合

特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受 は項目名１（危険予測ディスカッション）を１時限、現



けている者（現に普通免許又は普通第二種免許を受けて に大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免

いる者を除く。）に対する教習にあっては別表第５第２ 許を受けている場合（現に普通免許又は普通第二種免許

号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識 を受けているときを除く。）は項目名１（危険予測ディ

に係る教習をそれぞれ１時限、現に普通免許、大型特殊 スカッション）を１時限及び項目名17（高速道路での運

免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許又は牽引第 転）１時限行うこと。）。

二種免許を受けていない者に対する教習にあっては別表

第５第２号に掲げる事項に係る教習を２時限及び普通自

動車の高速運転に必要な知識に係る教習を１時限行うこ

と（教習規則第２条第１項第６号、第７号、第８号）。

(ｳ) 普通免許

法 令 の 規 定 教 習 時 間

教習規則別表第５第２号に掲げる事項及び普通自動車 項目名１（危険予測ディスカッション）を１時限、項

の高速運転に必要な知識に係る教習をそれぞれ１時限行 目名17（高速道路での運転）を１時限行うこと。

うこと（教習規則第２条第１項第10号）。

(ｴ) 大型二輪免許又は普通二輪免許

法 令 の 規 定 教 習 時 間

教習規則別表第５第２号に掲げる事項及び大型自動二 項目名１（危険予測ディスカッション）と項目名18（二

輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識に 人乗り運転に関する知識）を合わせて１時限行うこと。

係る教習を１時限行うこと（ただし、現に普通二輪免許

を受けている者に対する教習を除く。）（教習規則第２

条第１項第12号）。

(3) 教習方法

府令の規定及び教習方法は次のとおりである。

府 令 の 規 定 教 習 時 間

応急救護処置に必要な知識の教習は、府令第33条第５ ① 項目名２（応急救護処置Ⅰ）のうち、ＡＥＤを用い

項第２号ロに定める者（第一種免許に係る教習指導員（準 た除細動については、その概要、ＡＥＤの設置場所及

中型自動車を運転することができる免許（仮免許を除 び一般向けの講習について、教本等を用いて説明する

く。）及び普通自動二輪車を運転することができる免許 こと。

を現に受けている者（免許の効力を停止されている者を ② 項目名３（応急救護処置Ⅱ）は２時限連続して行い、

除く。））であって公安委員会が応急救護処置の指導に また、項目名２（応急救護処置Ⅰ）と項目名３（応急

必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、 救護処置Ⅱ）はできるだけ連続して行うこと。

模擬人体装置（人体に類似した形状を有する装置であっ ③ 項目名３（応急救護処置Ⅱ）については、１人の教

て、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急 習指導員が教習を行う教習生の人数はおおむね10人以

救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有する 下とさせること。

ものをいう。）による応急救護処置に関する実技訓練を ④ 模擬人体装置を使用する内容は、気道確保、人工呼

含むものであること。（府令第33条第５項第２号ニ）。 吸、心臓マッサージとし、当該装置の数は、高い教習

効果を得るため、教習生４人に対して大人全身２体（全

身１体及び半身１体でも差し支えないものであるこ

と。）であること。

－ 項目名１（危険予測ディスカッション）について

① 大型免許及び中型免許に係る教習にあっては技能教

習の第２段階項目名８（危険を予測した運転）、準中

型免許に係る教習にあっては技能教習の第２段階項

目名11（危険を予測した運転）及び21（危険を予測

した運転）のそれぞれ（現に大型特殊免許、大型特

殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている場合

（現に普通免許又は普通第二種免許を受けていると

きを除く。）は、項目名21（危険を予測した運転）の

み。）、普通免許に係る教習にあっては技能教習の第

２段階項目名13（危険を予測した運転）、大型自動二

輪車又は普通自動二輪車についての教習にあっては

技能教習の第２段階項目名15（危険を予測した運転）

の直後の時間に連続して行うこと。

② 異なる免許の種類についての教習生を対象に行う場

合は、次の表の左欄の技能教習の形態に対応する右

欄によるものとさせること。

学科教習の

項目名「危

教習 技能教習の項目名「危険を予測 険予測ディ

課程 した運転」の教習形態 スカッショ

ン」の教習

形態

普通 運転シミュレー 大型二輪免許 大型二輪免

二輪 ターを使用した との合同の場 許との合同

免許 教習 合 教習



大型 運転シミュレー 普通二輪免許 普通二輪免

二輪 ターを使用した との合同の場 許との合同

免許 教習 合 教習

③ 準中型免許に係る特定後写鏡等条件の教習生には、

第２段階項目名11（危険を予測した運転）及び21（危

険を予測した運転）、普通免許に係る特定後写鏡等条

件の教習生には、第２段階項目名13（危険を予測し

た運転）の、それぞれ直後の時間に行うこととされ

ていること及び特に次の事項について教習を行う必

要があることから、１人の教習指導員による個別の

対話形式により行わせること。ただし、複数の特定

後写鏡等条件の教習生に対し、相互の意思疎通の手

段を確保されているときは、複数の特定後写鏡等条

件の教習生によるディスカッションを実施させても

差し支えない。

また、運転する場合に危険を感じる場面への対処

に関し、質疑を行い、今後、運転を実際に行い気付

いた事項について、警察への連絡を依頼させること。

ア 踏切を通過しようとするときにおいて列車が接

近してきたことを周囲の交通の状況から認知する

方法（準中型免許に係る特定後写鏡等条件の教習

生については、第２段階項目名11（危険を予測し

た運転）の直後の時間に行う場合に限る。）

イ 緊急自動車が接近してきたことを周囲の交通の

状況から視覚により認知する方法（準中型免許に

係る特定後写鏡等条件の教習生については、第２

段階項目名11（危険を予測した運転）の直後の時

間に行う場合に限る。）

ウ その他交通の状況を聴覚により認知することが

できない状態でする運転に係る危険があるおそれ

がある交通の状況及び当該状況における安全な運

転の方法項目名３（応急救護処置Ⅱ）について特

定後写鏡等条件の教習生に対する呼吸状態の観察

・判断については、胸の動きを目で観察させると

ともに、頬で呼気を感じるかを体験させる方法に

より行わせること。



第２ 第二種免許に係る学科教習の標準
１ 学科（一）（第１段階）
(1) 教習の科目
ア 本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は次のとおりである。

教習規則（別表第６） 項 目 名 内 容

１ 法第108条の28第 １ 第二種運転免許の意義 ・ 第二種運転免許の意味
４項各号に掲げる事 ・ 第二種運転免許が設けられている理由
項であって、別表第 ・ 旅客自動車の運転者の運行実態
４第１号から第３号 ・ 第二種免許取得者に求められる資質
に掲げる事項に関す ２ 信号に従うこと ・ 信号の種類と意味
るもの ・ 信号に対する注意

３ 標識・標示等に従うこと ・ 標識・標示の種類と意味
・ 警察官等の指示

４ 車の通行するところ、車の通行し ・ 車道通行の原則と例外
てはいけないところ ・ 左側通行の原則と例外

・ 車両通行帯のない道路における通行
・ 車両通行帯のある道路における通行
・ 不必要な車線変更の禁止
・ 標識・標示による通行禁止
・ 歩道・歩行者用道路等の通行禁止と例外
・ 交通状況による進入禁止

５ 路線バス等の優先 ・ 路線バス等の優先
６ 交差点等の通行、踏切 ・ 交差点等の通行方法

・ 交差点を通行するときの注意
・ 交通整理の行われていない交差点の通行方法
・ 踏切の通過方法等
・ 踏切上での故障時等の措置

７ 安全な速度と車間距離 ・ 最高速度
・ 速度と停止距離
・ 安全な速度と車間距離
・ ブレーキのかけ方
・ 徐行

８ 歩行者の保護等 ・ 歩行者等のそばを通るとき
・ 横断中の歩行者等の保護
・ 子供や身体の不自由な人の保護
・ 初心運転者、高齢運転者、聴覚障害のある運
転者等の保護

・ 他人に迷惑をかける運転の禁止
９ 安全の確認と合図、警音器の使用 ・ 安全確認の方法

・ 合図を行う場合と方法
・ 必要以外の合図の禁止
・ 警音器を使用する場合
・ 警音器の使用制限

10 進路変更等 ・ 進路変更の禁止
・ 横断、転回等の禁止
・ 割込み、横切り等の禁止

11 追越し ・ 追越しの禁止
・ 追越しの方法
・ 追越されるときの注意

12 行き違い ・ 側方間隔の保持
・ 障害物があるときの避譲

13 駐車と停車 ・ 駐車と停車の意味
・ 駐車、停車の禁止と例外
・ 駐車と停車の方法
・ 駐車時間の制限等
・ 車から離れるときの措置
・ 保管場所の確保
・ 駐車の及ぼす影響

14 乗車と積載 ・ 乗車又は積載の方法
・ 乗車又は積載の方法の特例
・ 乗車又は積載の制限
・ 転落等の防止
・ 危険物の運搬

15 交通事故のとき ・ 運転者等の義務
・ 被害者になったとき
・ 現場に居合わせたとき

16 旅客自動車に係る法令の知識 ・ 旅客自動車の運転者の心得
・ その他旅客自動車の運転者として必要な法令
の知識

２ 身体障害者、高齢 17 身体障害者等への対応 ・ 子供、高齢者の行動特性を理解した運転行動
者等が旅客である場 と対応
合における旅客自動 ・ 身体障害者の行動特性を理解した運転行動と
車の安全な運転その 対応
他の交通の安全の確
保について必要な知
識



イ 現に免許を受けている者に対する教習の科目

現に免許を受けている者に対する科目の基準の細目に係る法令の規定は次のとおりである。

法 令 の 規 定

大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許のいずれかを受けている者に対する学科教習は、教習規則別表第６第２号

に掲げる事項であること（教習規則第１条第４項第９号及び第10号）。

(2) 教習時間

ア 府令の規定に基づく本科目の教習時間は次のとおりである。

現有免許 準中型 大型特殊 中 型 普 通 大 特 牽 引
大型免許 中型免許 普通免許 第二種 第二種 二 種 二 種

種別 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許

大型第二種免許 ７ ７ ７ ７ ７ ０ ０ １ １

中型第二種免許 ７ ７ ７ ７ ７ － ０ １ １

普通第二種免許 ７ ７ ７ ７ ７ － － １ １

イ 教習規則の規定に基づく教習時間の基準についての細目

法 令 の 規 定 教 習 時 間

現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けてい －

る者に対する教習を除き、別表第６第２号に掲げる事

項に係る教習を１時限行うこと（教習規則第２条第14

号）。

(3) 教習方法

法令の規定及び教習方法は次のとおりである。

法 令 の 規 定 教 習 時 間

－ 学科（一）の教習は、(1)の表の項目１（第二種運転免許

の意義）を修了した者に対して行うこと。

－ 項目17（身体障害者等への対応）における教習方法は次

のとおりである。

ア 大型第二種免許に係る教習にあっては、バス型の大

型自動車（必要に応じバス型の中型自動車又は普通自

動車）を、中型第二種免許に係る教習にあっては、バ

ス型の中型自動車（必要に応じバス型の大型自動車又

は普通自動車）を、普通第二種免許に係る教習にあっ

ては、普通自動車（必要に応じバス型の大型自動車又

は中型自動車）を用い、自動車教習所のコースその他

の設備において実習形式により行わせること。

イ 教習の一部として、車椅子利用者に係る乗降時の対

応要領について、教習指導員又は教習生が互いに運転

者又は乗客となって実習形式で行わせること。

なお、この場合、車椅子を使用することが望ましい

ものとするが、車椅子に代えて椅子を使用しても差し

支えないものとする。

ウ 教習の一部（約20分以内）については、ビデオを使

用した教習を行わせることができるものとする（ただ

し、教習から教習への移動時間が短いものに限らせる

こと。）。

エ 本教習は、教習指導員１名が６人以内の教習生に対

し行うことができるものとする。

また、本教習は大型第二種免許、中型第二種免許及

び普通第二種免許に係る教習を合同で実施することが

できるものとする。



２ 学科（二）（第２段階）

(1) 教習の科目

ア 本項目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は次のとおりである。

教習規則（別表第６） 項 目 名 内 容

３ 旅客自動車の運転 18 危険予測ディスカッション ・ 危険予測の重要性

に係る危険の予測そ ・ 走行中の危険場面

の他の安全な運転に ・ 起こりうる危険の予測

必要な知識 ・ より危険の少ない運転行動

４ 応急救護処置 19 応急救護処置Ⅰ ・ 応急救護処置とは

・ 実施上の一般的留意事項

・ 救急体制

・ 具体的な実施要領（ＡＥＤを用いた除細動に

関する事項を含む。）

・ 各種傷病者に対する対応

・ まとめ

20 応急救護処置Ⅱ ・ 傷病者の観察・移動

・ 体位管理

・ 心肺蘇生

・ 気道異物除去

・ 止血法

・ 包帯法

・ 固定法

５ 前４号に掲げるも 21 適性検査結果に基づく行動分析 ・ 運転と性格

ののほか、旅客自動 ・ 運転適性検査

車の運転に必要な適 ・ 運転適性検査結果の運転への活用等

性の自覚に関するこ ・ 運転行動と経済性

と、旅客自動車に係 22 安全運転と人間の能力 ・ 二輪車から、四輪車からの見え方

る交通事故の実態の ・ 死角の事例

理解に関することそ ・ 防衛的運転方法

の他の旅客自動車の ・ 車両間の意思疎通の方法

運転に必要な知識 ・ 認知・予測・判断・操作

・ 認知・予測・判断・操作に影響を及ぼす要因

23 車に働く自然の力と運転 ・ 車を動かし続けようとする力と停止しようと

する力

・ 乗客の乗車状況、荷物の積み方等と車の安定

性

・ カーブ、坂道での運転

・ 速度と衝撃力

・ 交通公害の防止、地球温暖化の防止等

24 悪条件下での運転１ ・ 雨のときの運転

・ 霧のときの運転

・ 道路状況の悪いときの運転

・ 非常時等の措置

・ 大地震などのとき

25 悪条件下での運転２ ・ 夜間の運転

・ 灯火をつけなければならない場合

・ 点灯制限等

26 経路の設計 ・ 地図情報の読み取り

・ 経路の設計の仕方

・ 案内標識等の活用

・ 経路を間違えた場合等の対応の仕方

27 高速道路での運転 ・ 通行できない車

・ 速度と車間距離

・ 通行区分等

・ 禁止事項

・ 故障時等の措置

・ 高速道路利用上の心得

・ 走行計画の立て方

・ 本線車道への進入

・ 本線車道での走行

・ 本線車道からの離脱

28 特徴的な事故と事故の悲惨さ ・ 特徴的な事故実態

・ 交通事故の悲惨さ

・ 車の安全装置の重要性

29 自動車の機構と保守管理 ・ 自動車の機構と取扱い

・ その他の装置の取扱い方

・ 車両の日常点検と故障時の応急措置

・ タイヤの交換、チェーンの着脱など



イ 現に免許を受けている者に対する教習の課目

現に免許を受けている者に対する本科目の基準に伴う法令の規定を示すと次のとおりとなる。

法 令 の 規 定

１ 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者（下記２に該当する者を除く。）に対する学

科教習は、教習規則別表第６第３号、第４号及び第５号に掲げる事項（高速自動車国道及び自動車専用道路におけ

る道路交通法第85条第11項の旅客自動車の安全な運転（以下「旅客自動車の高速運転」という。）に必要な知識並

びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転（以下「経路

の設定による旅客自動車の運転」という。）に必要な知識を除く。）についての教習であること（教習規則第１条

第４項第８号）。

２ 現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許又は牽

引自動車第二種免許のいずれかを受けている者に対する学科教習は、教習規則別表第６第３号及び第４号に掲げる

事項についての教習であること（教習規則第１条第４項第９号）。

３ 現に大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者（前記２に該当する者を除く。）に対する学科教習

は、教習規則別表第６第３号及び第４号に掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による

旅客自動車の運転に必要な知識についての教習であること（教習規則第１条第４項第10号）。

(2) 教習時間

ア 府令の規定に基づく教習時間は次のとおりである。

現有免許 準中型 大型特殊 中 型 普 通 大 特 牽 引
大型免許 中型免許 普通免許 第二種 第二種 二 種 二 種

種別 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許 免 許

大型第二種免許 １２ １２ １２ １２ １３ ０ ０ ８ ８

中型第二種免許 １２ １２ １２ １２ １３ － ０ ８ ８

普通第二種免許 １２ １２ １２ １２ １３ － － ８ ８

（注） 大特二種免許又は牽引二種免許を受けている者が合わせて大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を

受けている場合における学科（二）の教習時間は、それぞれ７時限となる（府令別表第４の２の備考４）。

イ 府令の規定及び教習時間

法 令 の 規 定 教 習 時 間

大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二 項目19（応急救護処置Ⅰ）については２時限、項目名20

種免許に係る学科（二）（大型第二種免許又は中型第 （応急救護処置Ⅱ）については４時限行うこと。

二種免許に係る教習にあっては、それぞれ現に中型第

二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許

を受けている場合を除く。）においては、応急救護処

置教習をそれぞれ６時限行うものとする。（府令別表

第４の２の表備考５）。

ウ 教習規則の規定に基づく教習時間の基準の細目及び教習時間

法 令 の 規 定 教 習 時 間

現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けてい 項目名１８（危険予測ディスカッション）を１時限行う

る者を除き、別表第６第３号に掲げる事項に係る教習 こと。

を１時限行うこと（教習規則第２条第15号）。

(3) 教習方法

法令の規定及び教習方法は次のとおりである。

法 令 の 規 定 教 習 時 間

応急救護処置に必要な知識の教習は、府令第33条第 ① 項目名19（応急救護処置Ⅰ）及び項目名20（応急救護

５項第２号ロ（第二種免許に係る教習指導員（大型第 処置Ⅱ）はできるだけ連続して行うこと。

二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に ただし、やむを得ず分割する場合は、項目名19（応急

受けている者（免許の効力を停止されている者を除 救護処置Ⅰ）を２時限連続して実施し、次の機会（教習

く。）に限る。））に定める者であって公安委員会が応 と教習の間には他の教習は挟まないこと。）残りの教習

急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるもの を２時限以上ずつ実施させること。

が行うこととし、かつ、模擬人体装置（人体に類似し ② 項目名19（応急救護処置Ⅰ）のうち、ＡＥＤを用いた

た形状を有する装置であって、気道確保、人工呼吸、 除細動については、その概要、ＡＥＤの設置場所及び一

心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を 般向けの講習について、教本等を用いて説明すること。

行うために必要な機能を有するものをいう。以下同 ③ 項目名20（応急救護処置Ⅱ）については、実技訓練に

じ。）による応急救護処置に関する実技訓練を含むも おける指導をきめ細かく行い、１人の教習指導員が教習

のであること（府令第33条第５項第２号ニ）。 を行う教習生の人数はおおむね10人以下とさせること。

④ 模擬人体装置を使用する内容は、気道確保、人工呼吸、

心臓マッサージとし、当該装置の数は、高い教習効果を

得るため、教習生４人に対し、大人全身２体（大人全身

１体及び大人半身１体でも差し支えないものとする。）

及び乳児全身１体であること。

－ 項目名18（危険予測ディスカッション）における教習方

法は次のとおりである。

大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に

係る応用走行における項目（危険を予測した運転）を２時

限連続で実施した後に、引き続き連続して行うこと。

ただし、３時限連続して実施できない場合は、少なくと

も前記技能教習を１時限実施した後に引き続き連続して本

教習を実施させること。



別添２ 路端停車コース

Ｂ Ａ

○ポール

Ｃ

Ｄ

区分 長 さ

記号

コースの区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

大型免許コース ２．５ｍ ８．０ｍ ０．３ｍ １２．０ｍ

大型第二種免許コース ２．５ｍ ５．０ｍ ０．３ｍ １０．０ｍ

中型免許・中型第二種

２．５ｍ ４．０ｍ ０．３ｍ ８．０ｍ

免許コース



別添３ 隘路コース

Ｄ

Ｃ Ｅ

Ｂ

Ｄ Ａ

区分 長 さ

記号

コースの区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

大型免許・大型第二種 １２．０ｍ ３．０ｍ ６．０ｍ １２．０ｍ ２．０ｍ

免許コース

中型免許・中型第二種 ８．０ｍ ２．７ｍ ６．０ｍ ８．０ｍ １．５ｍ

免許コース



別添４ 縦列駐車コース

Ａ

Ｂ

Ａ

区分 長 さ 幅

記号

コースの区分 Ａ Ｂ

大型免許コース ３．０ｍ １６．５ｍ

大型第二種免許コース ３．０ｍ １５．０ｍ

中型免許・中型第二種

３．０ｍ １３．０ｍ

免許コース

準中型免許・普通免許・

普通第二種免許コース ２．２ｍ ７．５ｍ



別添５ 指定速度からの急停止コース

急停車区間

Ｂ

Ａ

○

1.5メートル

○

8ﾒｰﾄﾙ 11ﾒｰﾄﾙ 14ﾒｰﾄﾙ

急制動開始線 急停止限界線

注１ 急停止区間は、次表のとおりとする。

指 定 速 度 急停止区間（メートル）

区 分

（キロメートル毎時） 乾 燥 時 湿 潤 時

大 型 自 動 二 輪 車 ４０ １１ １４

普 通 自 動 二 輪 車 ４０ １１ １４

普通自動二輪車(小型限定) ３０ ８ １１

注２ 急制動開始線は、ロード・コーン（大）とする。

注３ 急停止限界線の表示は、図示のとおりとし、その長さＡは、0.25ﾒｰﾄﾙ、幅Ｂは、

0.15ﾒｰﾄﾙとする。



別添６ ８の字コース

区 分 図示の記号 寸 法

幅 Ａ ２メートル

半径 Ｂ 5.5メートル

出入口部の長さ Ｃ ２メートル以上

出入口部の幅 Ｄ ２メートル

備考 出入口部は２カ所以上設けるものとする。



別添７ スキッド教習車コース



別添８ 身体障害者の状態に応じた教習車種の範囲

身体障害の状態

教習車種の範囲 教習車両及び検定車両

部位 程 度

１ 両手の指のうち親指以外 １ 標準試験車

の２指を欠くもの。 ２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ

4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

全 車 種 満の車両、軽車等）とす

ることができる。

３ 二輪車については、障

害の状態によりギア操作

が出来ない場合は、オー

トマチック車とするこ

と。

２ 両手の指のうち親指を含 １ 標準試験車

めて２本を欠くもの。 ２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

両 該当しない車両（長さ

4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

満の車両、軽車等）とす

ることができる。

※ 上記車両については、

障害の状態によりギア操

作のできない場合は、オ

上 ートマチック車とするこ

３ 両手の指のうち４本を欠 と。

くもの。

大型二輪車及び普通

二輪車を除く車種

肢

４ 両手の指の全てを欠くも

の。



５ 両上肢をひじ関節を残し オートマチック車で次に

て先の部分を欠くもので、 掲げるもの。

運転操作上有効な義手を使 １ 標準試験車

用するもの。 ２ 標準試験車の規格に該

当しない普通自動車（長

さ4.40ｍ未満・幅1.69ｍ

未満の車両、軽車等）

普 通 自 動 車

両

上

６ 両上肢をひじ関節以上で 下肢で運転できるオート

欠くもの、又は両上肢の用 マチック車で次に掲げるも

を全く廃したもの。 の。

１ 標準試験車

２ 標準試験車の規格に該

当しない普通自動車（長

肢 さ4.40ｍ未満・幅1.69ｍ

未満の車両、軽車等）

普 通 自 動 車

１ 片手のうち親指を含めた １ 標準試験車

３指を欠くもの。 ２ 普通自動車について

片 は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ

4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

上 全 車 種 満の車両、軽車等）とす

ることができる。

肢



２ 片手のうち４指又は５指 １ 標準試験車

を欠くもの。 ２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ

３ 片手を欠くもの。 4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

満の車両、軽車等）とす

ることができる。

※ 上記車両については、

障害の状態によりギア操

作のできない場合は、オ

ートマチック車とするこ

と。

片 大型二輪車及び普通

４ 片上肢をひじ関節を残し 二輪車（ＡＴ小型二

て先の部分を欠くもの、又 輪車を除く。）を除

はこれと同等の機能障害の く車種

あるもの。

上

肢

５ 片上肢を肩関節から先の オートマチック車で次に

部分で欠くもの、又は肩上 掲げるもの。

肢の機能を全廃したもの。 １ 標準試験車

２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ4.

40ｍ未満・幅1.69ｍ未満

大型二輪車及び普通 の車両、軽車等）とする

二輪車を除く車種 ことができる。



１ 両下肢をひじ関節から先 手動式（アクセル、ブレ

の部分が欠くもの、又は両 ーキを上肢で操作できる構

下肢の機能を全廃したも 造のもの。以下同じ。）の

の。 オートマチック車で、次に

掲げるもの。

１ 標準試験車

２ 標準試験車の規格に該

当しない普通自動車（長

さ4.40ｍ未満・幅1.69ｍ

未満の車両、軽車等）

普 通 自 動 車

両 ２ 両下肢をひざ関節から先

の部分で欠くもので、運転

操作上有効な義足（以下本

表において「義足」とい

う。）を使用できないもの。

下

肢

３ 両下肢をひざ関節から先 １ 標準試験車

の部分で欠くもので、義足 ２ 普通自動車について

を使用できるもの。 は、標準試験車の規格に

４ 両下肢を足関節を残して 該当しない車両（長さ

欠くもの、又はこれと同等 4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

の機能障害のあるもの。 満の車両、軽車等）とす

大型二輪車及び普通 ることができる。

二輪車（小型二輪車

を除く。）を除く車 ※ 上記車両については、

種 障害の状態によりギア操

作のできない場合は、オ

ートマチック車又は手動

式のオートマチック車と

すること。



１ 片下肢を股関節から先の オートマチック車で次に

部分で欠くもの、又は片下 掲げるもの。

肢の機能を全廃したもの。 １ 標準試験車

２ 普通自動車について

は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ

4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

満の車両、軽車等）とす

ることができる。

片 ２ 片下肢をひざ関節から先 大型二輪車及び普通

の部分で欠くもので、義足 二輪車を除く車種

を使用できないもの。

下

肢

３ 片下肢をひざ関節から先 １ 標準試験車

の部分で欠くもので、義足 ２ 普通自動車について

を使用できるもの。 全 車 種 は、標準試験車の規格に

該当しない車両（長さ

4.40ｍ未満・幅1.69ｍ未

満の車両、軽車等）とす

ることができる。

障 オートマチック車で次に

害 掲げるもの。

が １ 標準試験車

重 ２ 標準試験車の規格に該

複 片手及び片足を欠くもの。 普 通 自 動 車 当しない普通自動車（長

す さ4.40ｍ未満・幅1.69ｍ

る 未満の車両、軽車等）

場

合



別添９

大型二輪免許・普通二輪免許に係る教習における「運転シミュレーターを使用しない場合」の教習指導要領

第１段階

項目名13 車両特性を踏まえた運転

１ 目標

車の傾き具合等二輪の車両特性を意識し、注意深く路面の状態をつかむことができる。

２ 指導内容

内 容 指 導 要 領 留 意 事 項

① 傾きを意識し ・ カーブ半径の異なるコ ・ 当該項目の初めのおおむね10 ・ 教習生の技量、コースの広狭、他の教習車両等

た走行等 ースを連続走行し、速度 分間は、指導員が運転し、教習 事故防止に十分注意し、無理をさせないこと。

やカーブ半径によってバ 生を後部座席に同乗させバンク

ンク角が異なることを体 を体験させる。 ・ あらかじめ停止状態で頭の傾け方や目線の向け

験させる。 ・ 低速から、徐々に速度を上げ 方を習得させてから、実走を行う。

・ 二輪車は、ハンドルを バンクの必要性と要領を習得さ

切って曲がるより、車体 せる。 ・ 同乗でのバンク体験の後、指導員の先導によっ

を傾けることによって小 ・ 速度が低い場合は、車体を傾 て右回り、左回り、速度の変化、カーブ半径等に

回りしやすくなることを ける必要がなく、バンクが必要 よるバンク角の違いを体験させる。

理解させる。 なケースを周回コースで習得さ

・ 同じカーブでもバンク せる。 ・ 対向車線に飛び出さないように注意する。

角が異なってくることを ・ バンクをかけた場合の不安定

教える。 性を指導員による走行で理解さ ・ 車種を変えて、比較体験させることも効果的で

・ 同じ速度でもカーブ半 せる。 ある。

径が小さい程、傾きをつ

けなければ曲がりにくい

ことを理解させる。

② 路 面 の 読 み ア 路面の読み方 ａ 悪路での運転 ＊ 路面の種類としては

方、カーブの読 ・ 路面の種類によって ・ ニー・グリップを確実にし ・ アスファルト舗装

み方 摩擦係数が異なり、路 て腰を浮かせるようにして、 ・ コンクリート舗装

面の状況に応じた運転 上半身のバランスを保つ。 ・ 乾燥、湿潤

の仕方が必要であるこ ・ ハンドルをしっかり保持 ・ 砂利道

とを理解させる。 し、横滑りをさせないように ・ ぬかるみ

・ 二輪車は、路面の状 する。 ・ 凸凹道

況に影響を受けやすく ・ 急に方向を変えたり、急発 ・ レール

先を読んだ運転が必要 進、急ブレーキなどの急激な ・ わだち

であることを教える。 操作はしない。 ・ 路面の特殊性



・ 路面に応じた運転で ・ 凸凹のある悪い路面では、 などの説明と、運転方法を理解させる。

湿潤路面での運転につ その前までにブレーキをかけ

いては実車による体験 る等して十分な速度調整をし

を行う。 て通過する。

ｂ 湿潤路面での運転

・ 停止距離が著しく長くなる ＊ 降雨等で湿潤路面を走行する場合があるので、

ので速度はひかえめにし、前 その場合の注意しなければならない事項について

車との車間距離を多めにとっ 体験させる。

て走行する。 ＊ 路面の変化によって停止距離が異なる一例とし

・ 急発進、急ブレーキ、急ハ て実車によって行う。

ンドル、急加速などの急激な

操作はしない。

・ 原付等の小型車で湿潤路で

の停止距離の変化を体験させ

る。

・ 湿潤路の設定は、おおむね

５メートル以上とする。

イ カーブの読み方 ａ 周回コースを使用し、カーブ ・ カーブは見通しのきかない場合が多く、カーブ

・ カーブ進入時の速度 進入時の走行位置をおおむね定 状況や路面の状態を読み取りにくいので、減速時

調整 めて走行させる。 期はいつも一定ではないことを指導する。

ｂ コースの状況から判断して、 ・ カーブを出る場合は、無理のない安全な速度ま

不安のない速度や走行位置を選 で戻すことで、決して急いでカーブを出ることで

ばせる。 はないことを指導する。

・ コーナリングフォー ・ コーナリングフォームの基 ・ 路面が滑りやすい場合は、できる限り車体をバ

ム 本形は、リーンウィズである ンクさせないリーンインが有効で、見通しのきか

が、路面状態や見通しにより ない場合では、頭を外側に移動しやすいリーンア

フォームを選択して走行する ウトが効果的であることを理解させる。

ことを説明する。

・ いろいろなカーブに ａ 周回コースのカーブや四輪車 ・ 車間距離を保ちやすい速度で先導する。

応じた走行 のＳ字等を使用して指導員の後 ・ 適宜、指導員が教習生の後方を追走して、アド

を追従して走行させる。 バイスを行う。

ｂ 複数教習の場合は、走行順序 ・ 教習生に他の教習生の走行を観察させた上で、

を変えて実施する。 お互いに検討させ、カーブ事故の防止を見据えた

指導を行う。



第２段階

項目名１ 路上運転に当たっての注意と法規走行（普通二輪免許に限る。）

１ 目標

所内コースと実際の道路の違いを理解するとともに、交通法規に従い、市街地の走行を体験する。

２ 指導内容

内 容 指 導 要 領 留 意 事 項

市街地での交通 ・ 場内又は市街地を通行 ・ コース全体を観察することが ・ 市街地を走行するイメージを作り上げ、これか

法規を踏まえた走 している他車（者）等の できる場所（二輪指導塔、コー らの教習を進める上で、安全運転に必要な情報を

行 様子を観察させ、法規走 スに面した教室など）又は教習 的確に読み取り、適切に判断して運転すること、

行の重要性や必要性を認 所付近の交通量の多い道路にお 運転するときに守るべきことを十分に理解させる

識させるとともに、安全 いて行う。 必要がある。

運転に必要な情報等の読

み取りの必要性を理解さ ・ 交通法規を守って走行するこ ・ 場内教習を進めていく上でも、お互いにルール

せる。 とが道路交通の場で重要である を守ることや安全運転に必要な情報の読み取り

ことを理解させる。 が、教習中の交通事故防止に必要であることも併

・ 指導員が先導して、交 せて理解させておく。

差点の右左折や進路変更 ・ 交通法規を守るだけでなく、

を行い、その走行を追尾 安全運転に必要な情報の的確な ・ 安全を確保した走行とする。

により観察させる。 読み取りの必要性や交通マナー

（適宜、指導員が追尾した としての譲り合いなどを解説す ・ 右左折、信号機及び標識・標示による法規走行

教習を実施する。） る。 等基本的な内容を主とすること。

・ 口頭での指導を積極的かつ効 ・ コース又は道路を観察する時間については、そ

果的に盛り込む。 の後の実車走行の時間を確保したものとするこ

と。



第２段階

項目名15 危険を予測した運転（普通二輪免許に限る。）

１ 目標

他の交通との関わりにおける危険を的確に予測し、危険の少ない運転行動を選べる。

２ 指導内容

内 容 指 導 要 領 留 意 事 項

① 危険要因のと ・ 道路上における指導員 ・ 指導員が二輪車を運転し、交 ・ ３名までの複数教習で行うことができる。
らえ方 の模範運転の観察や、指 通が輻輳する交差点、交通が閑 ・ 右直事故、直右事故、出合頭事故、横断歩行者

導員の解説（コメンタリ 散な道路、裏路地等を走行し、 妨害、巻き込み（巻き込まれ）事故など事故実態
ードライビング）により、 その後方から指導員が運転する や危険な違反を想定して、予めコースを定めてお
危険予測能力及び危険対 四輪車に教習生を同乗させて追 く。
応能力を習得させる。 尾しながら予想される危険や対 ・ 走行するコースの略図を用い、教習生に気付い

応の仕方について指導する。 たことや、気になった点などを記入させてもよい。
・ 予め予測される路上コース上 ・ 危険場面に直面したとき、経験や知識により危
の危険パターンのポイントをつ 険感受の度合や行動を起こす判断基準に個人差が
かんでコメントする。 あることを理解させる。

・ 路端に停止し、他の交通の動 ・ 引き続きディスカッションが行われることを念
きを観察させ、その良し悪しを 頭においたコメントとする必要がある。
判断させる。

〔以上は、内容の全てに共通とす
る。〕

・ 危険要因のとらえ方を
つかむ。

ア 情報を早くとらえる。 ａ 視点を遠くとらせ、情報をで ・ 単に遠くを見るというだけでなく、具体的な注
（時期） きるだけ早くとらえさせる。 視距離や視点を指導する。

イ 情報を広くとらえる。 ｂ 視野を広くとらせ、必要な情 ・ 中心視でキョロキョロ見るのではなく、周辺視
（範囲） 報を広範囲にとらえさせる。 で対象物の動きをとらえることを強調する。

ウ 情報を取捨選択する。 ｃ とらえた情報の中から注意を ・ 情報の中から、危険性の高い情報を選択し、対
（選択） 要する情報や危険につながる情 応の仕方を理解させる。

報を取捨選択させる。
エ 情報を深くとらえる。 ｄ 危険度合の高い情報に対して ・ 人間の目は視野（見える範囲の広さ）と視力（見
（深さ） は、目の中心で注視させ、その える度合い）が両立していないので、状況により

状況を深くとらえさせる。 中心視と周辺視のバランスよい活用が必要である
ことを理解させる。

② 起こりうる危 ・ 危険要因に対する予測



険の予測 の仕方をつかむ。
ア 顕在危険を予測する。 ・ 目に見える危険要因（他車や ・ どのような相手が、どこを見ているか、自車に

気付いているか等観察させ、相手の行動を予測さ
歩行者等）をよく観察させ、そ せ「だろう運転」でなく、「かもしれない運転」
の兆しをとらえ自車との関わり に徹することを強調する。
が、どう出てくるかを予測させ
る。（相手の行動を予測させ
る。）

イ 潜在危険を予測する。 ・ 目に見えない危険要因（見通 ・ 目に見えない危険要因をとらえる方法として、
しの悪い交差点、駐車車両、死 屋根上情報、床下情報、影による情報等による予
角）から生じる危険に対して、 測の仕方があることを理解させる。
適切な予測をさせる。

③ 危険の少ない ・ 危険の少ない運転行動 ・ 危険が予測される状況に対し
運転行動の選び の選び方をつかむ。 て、安全な対応行動の選び方を
方 指導する。

ア 危険に備えた速度にす ・ 万一危険が発生した場合でも ・ 速度に応じて停止距離と危険範囲の広がりが変
る。 安全に対応できる速度を選ばせ 化することを理解させる。

「構え運転」をさせる。
イ 適切な走行位置をと ・ 危険の少ない走行位置を選ば
る。 せる。

ａ 危険対象物をとらえやすい走
行位置を選ばせる。

ｂ 相手から見えやすい走行位置
を選ばせる。

ｃ もし危険が飛び込んできても ・ 特に、二輪車は車体が小さいことから四輪車か
回避できる走行位置を選ばせ ら見落とされやすいので、自車の存在を相手に知
る。 らせる工夫も必要であることを理解させる。

ウ 安全空間をとる。 ・ 危険対象物に対する安全空間
のとり方を指導する。

ａ 前車との車間距離をいろいろ
変化させ、適切な安全空間を感
覚で覚えさせる。 ・ 速度を上げるか進路を譲るかを判断させる。

ｂ 後車を観察させ、後車との安 ・ 対象物の状況により、安全空間の保ち方が異な
全空間を適切に保つようにさせ ることを理解させる。
る。 ・ 速度によってお互いの安全空間の広がりが変わ

ｃ 歩行者や駐車車両等の側方通 ることを理解させる。
過時に、適切な安全空間を保つ ・ 先導する二輪車の運転状況をビデオで撮り、デ



ようにさせる。 ィスカッションで活用することも効果的である。


